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精神科救急の問題に突き当たる！ 

11 月 10 日頃から、当ホームの利用者

が引きこもり、詳細な様子が掴めなくな

りました。もしやとも考え、支援機関の

協力を得て、鍵を開け確認をしたとこ

ろ、大声でどなり返して来る状態でし

た。 

数回、そんなことを繰り返し、何とか

早期に医療に繋げようと、通院先にも連

絡を取るものの動きが鈍く、結局、通院

予定日に通院せず、それから、どう入院

に持って行くかを、主治医に強く要請し

ました。主治医は、この方は医療保護入

院以外はだめ、任意入院では治療が完了

しないうちに帰ってしまう―という認識

でした。しかし、同意を求める対象の娘

さんとは家族の実態がなく、娘さんは関

わりたくないとの意志が強く難航してい

ました。 

医療保護入院を前提に、こちらサイド

で娘さんに連絡を取り、娘さんが応じな

い事情があるなら区長同意（について弁

護士の見解も頂き）で検討してほしい旨

を提示し続けて来ました。 

通院予定日から 1週間経った木曜日、

娘さんの勤務と主治医のタイミングを計

り、電話の了解をとるとの方針で民間救

急を導入し、ドアロックを破壊して中に

入りました。警察も呼んでいます。結局

自分で歩いて救急車に乗り、成増厚生病

院に移送してもらいました。約束の時間

に、娘さんに電話が通じることがなく、

主治医がこのまま返すといいだしたの

で、娘さんの同意が得られないなら区長

同意をして入院をと迫りました。 

私が調べたところでは、娘さんは長ら

く育児放棄の状況にあったため母子感情

もなく、これまでもこんな事態に度々立

ち合わされ迷惑千万と思っています。 

厚生労働省通知でネグレクト（虐待）状

態の方は扶養義務者にあたらないと解釈

される通知もあるようです。主治医は、

時間がかかるから今日は区長同意で入院

させられないとの答え。ならば、応急入

院で対応して区長同意を要請すれば？ 

今現在暴れている状況になく、院長から

応急入院はダメとの指示があった。 

じぁ、私が直接話すのでこの場で院長に

電話をしてください。無言、、、、、。 

落ち着いているというなら、とりあえず

任意入院させてくれませんか？ 

医療保護入院が必要と判断していて本人

は正常な判断が出来ないので任意入院は

できない。 

押し問答しましたが、このまま返すと

の一転張りでした。 

入院し、調整しなければいけないこと

が山ほどあったはずなのに、道端にほっ

ぽり出す訳にもいかず、車で連れ帰りま

した。 

車の中で、色々約束しましたが、現在

小康状態？たまにドアを開けてくれるよ

うにはなりましたが、服薬は？夜間に大

声で笑い声も出すようになっていて周り

も不安な状態です。 

今月の予定 

１２月日：都精神保健センター来所 

 


